保存版　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

『気象警報発令』および『地震発生』に伴う非常措置について
平素は本校教育の推進にご理解・ご協力いただきありがとうございます。

さて，本校では，『気象警報』が発令されたり『震度５弱以上の地震』が発生したりした場合には，下記のような措置をとります。テレビ，ラジオ，インターネット等の情報にご注意いただき，ご確認いただきますようお願いします。

児童の安全確保のため，ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　

記
気象警報が発令された場合
１．午前７時の時点で，「京都府南部全域」「京都・亀岡」または，「京都市」に気象警報（大雨・洪水・暴風・大雪等）が発令，または発令中の場合
　　⇒　自宅待機

２．午前７時以降，午前１１時までに，気象警報が解除になった場合

⇒　 連絡網・ホームページにより，授業の実施等について対応を連絡します。
３．午前１１時現在，気象警報が発令中の場合
⇒　臨時休校
地震が発生した場合

１．登校前（前日を含む）に「京都市」に震度５弱以上の地震が発生した場合

①下校後，深夜０時までに発生した場合　 ⇒　翌日を臨時休校
②深夜０時以降，登校までに発生した場合 ⇒　当日を臨時休校
③休業日，休業前日に発生した場合　　　 ⇒　原則として休業明けの登校日を臨時休校

※臨時休校とした場合，登校の再開日は学校及び近隣の被災状況を確認のうえ，連絡網・ホームページにより学校から連絡します。
２．在校中に発生した場合　
⇒　下校の安全が確認できるまで，学校で待機。各家庭からご提出いただいた『警報発令等緊急時の下校について』のとおり対応します。

	〇不測の事態が発生した場合は，保護者と連絡がとれるまで学校に待機することといたします。

〇自宅待機中でも，バスが運行される場合があります。登校しないようご注意ください。

〇中学校の対応と異なる場合もあります。ご理解をお願いいたします。


